
給与収入のある人 給与の源泉徴収票

年金収入のある人 年金の源泉徴収票

収入と経費が確認できる書類

個人年金や生命保険満期返戻金の通知等

控除を計算するために必要な書類（前年中に支払ったもの）

雑損控除

医療費控除 医療費控除の明細書

次に該当する人 ※セルフメディケーション税制を選択する

場合は、上記のほかに健康の保持増進及び

疾病の予防として一定の取組を行ったこと

を明らかにする書類（予防接種済証や人間

(1) ドック等の各種健診（検診）結果通知表

に営業、農業、不動産、配当等の収入のあった人 など）が必要です。

(2) 給与所得者のうち、次に該当する人 社会保険料控除 国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療、

ア 勤務先で年末調整を受けていない人 介護保険等の払込証明書等

（年の途中で退職や就職した人も含みます。） 小規模企業共済 小規模企業共済等掛金の支払証明書

イ 給与所得以外にも所得があった人 生命保険料控除・ 生命保険や地震保険等の保険料の支払証明書

(注) 給与所得以外の所得が20万円を超える場合は 地震保険料控除

確定申告をする必要があります。 障害者控除 障害者手帳等

(3) 公的年金等（遺族年金や障害年金等を除く。）に係る雑所得 扶養控除等 扶養親族の所得が確認できる書類

があり、次に該当する人 勤労学生控除 学生証又は在学証明書

ア 公的年金等に係る雑所得のみがある方で、「公的年金等 寄附金控除 寄附金に関する領収書(都道府県、市町村又は特

の源泉徴収票」に記載されている控除（社会保険料控除 別区、新潟県共同募金会、日本赤十字社新潟県

や配偶者控除、扶養控除、基礎控除等）以外の各種控除 支部、新潟県にある公益法人、特定公益増進法

の適用を受けるとき 人、国税庁長官の認定を受けたNPO法人、一定

イ 公的年金等に係る雑所得以外にも所得があった人 の要件を満たす特定公益信託など)

(注) 公的年金等の収入金額が400万円以下の人で、

公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を

超える場合は確定申告を、20万円以下の場合は

市民税・県民税申告をする必要があります。

(4) 扶養されている人、仕送りを受けている人など

収入がなかった場合でも申告してください。

(注) 児童手当、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料

の算定資料、各種福祉制度の利用に必要です。

また、所得証明書等の発行に必要となります。

申告書裏面の所得の収支内訳書を記入又は別途
作成の上、帳簿及び売上、仕入、必要経費が確
認できる領収書等

をご覧ください。

場 所
三条市役所（旭町二丁目３番1号）
栄サービスセンター（新堀1311番地）
下田サービスセンター（荻堀830番地1）

所得を計算するために必要な書類

営業、農業、不動産
などの事業を営む人

その他の所得のある
人

■申告をしなければならない人
損害額及び保険等で補填された金額がわかるもの

ただし、令和 年分の「所得税及び復興特別所得税の確定申
告書」を提出する人は、「令和 年度 市民税・県民税申告
書」を提出する必要はありません。

領収書原本は自宅で５年間保管してください。

青色申告、住宅借入金等特別税額控除の初年度、分離課
税の譲渡所得（土地、建物、株式の譲渡など）、山林、
退職所得、繰越損失の申告についてはリサーチコア会場
で申告してください。

※リサーチコア(須頃一丁目17番地)会場の受付時間は
　午前９時から午後４時までです。

■申告の期間・受付場所 （郵送でご提出いただけない場合） ■申告に必要なもの

期 間
から まで

申告の内容によって異なるため、詳しくは別添案内をご覧
ください。

(1) 本人確認書類

★ 別添「市民税・県民税申告に当たっての重要なお知らせ」

三三 条条 市市 市民税・県民税の申告について

申告書は課税資料として大切なものです。裏面の「書き方」及び別紙の「記入例」を
参考の上、３月１５日（ ）までに必ず申告してください。

－ 申告についてのお問合せは －

三条市 総務部 税務課 市民税係 ℡ 0256-34-5529

栄サービスセンター総合窓口グループ ℡ 0256-45-1110

下田サービスセンター総合窓口グループ ℡ 0256-46-5906

申告に必要な書類を郵送する際は、全て原本を同封してください。

窓口に提出される場合も原本をご用意ください。(本人確認書類を除く。)

必要書類が無いと控除が受けられない場合があります。

なお、添付いただいた書類はお返しできませんのでご了承ください。

必要に応じてご自身でコピーをとってから原本を提出してください。

市民税・県民税申告書の控えについて

窓口混雑緩和のため、原則郵送での提出をお願いします。

郵送される場合で控えの必要な方は、お手数でもご自身でコピーを

とってから郵送してください。受付印が押された控えが必要な方は、

別紙案内文をご確認ください。

金

２月1６日(金) ３月15日(金)

令和６年１月１日現在、三条市内に住所がある人で、

６

前年中（令和５年１月１日から令和５年12月31日まで）

５

(2)

(3)

令和６年度令和６年度



申告書の書き方 ※令和 年１月1日から令和 年12月31日までの収入・控除について記入してください。

　別紙の記入例を参考に、該当する項目について記入してください。

・住所、氏名、生年月日、個人番号等について記入してください。

・「来年の申告書の送付」欄で「不要」を選択した場合でも、申告が必要な人には申告書をお送りする場合があります。

1 所得金額等

　収入金額、所得金額等について記入してください。

　(１)　所得の種類は次により区分されます。

地代、家賃、土地・家屋の権利金等による所得、農業の全面委託による所得など

公社債、預貯金などの利子（源泉分離課税分・非課税分を除く。）

株式の配当、余剰金の分配、証券投資信託の分配金など

給料、俸給、賞与、賃金、歳費、作業工賃など

給与所得速算表

所得金額調整控除

国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金等（遺族年金、障害年金等を除く。）

　※公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超の場合の計算は、市のHPをご覧ください。

他のいずれにも該当しない所得（個人年金など）

※先物取引に係るものは、分離課税所得

機械、船舶、車両、備品、器具、特許権、著作権、営業権などの譲渡による所得

生命保険の満期返戻金（掛金を自分で負担したもの）、懸賞当選金品など

土地や土地の上に存在する権利、建物、構築物、株式等の譲渡による所得

山林の伐採や譲渡による所得

退職金など（源泉分離課税分は除く。）

　(2)　営業、農業、不動産所得の記入について

ア

イ

(ア) 配偶者…86万円、配偶者以外…50万円      (イ)（専従者控除前の所得金額）÷（専従者数＋１）

ウ 　事業専従者は、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除の対象にはなりません。

　(3)　利子所得、配当所得、その他の雑所得、総合譲渡所得、一時所得分離譲渡所得等について

申告書表面「1　所得金額等」欄にA収入金額及びB必要経費を記入し、所得金額を記入してください。

詳しくは、税務課市民税係にお問い合わせください。

1,000万円以上 収入－1,955,000円

「４　前年中所得のなかった方は次の該当する箇所に記入してください。」欄に、生活状況をできるだけ詳しく記入してください。

　(4)　前年中に収入がなかった人　➎

　あなたと生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で、１年を通じて６か月を越える期間あなたの事業に従事した人がいる場合、(ア)と(イ)のいずれか
少ない方の金額となります。

　専従者控除がある場合は、次の方法で計算してください。また、申告書裏面「８ 事業専従者に関する事項」欄に氏名、続柄、個人番号等を記入してくだ
さい。

　営業又は農業収入がある人は、申告書裏面「５ 事業（営業等・農業）所得の収支内訳」欄に、不動産収入がある人は、「７ 不動産所得の収支内訳」欄に
収入金額、必要経費等を記入し、所得金額を計算してください。また、不動産収入がある人は、「収入の内訳」欄に収入の種類、支払者の住所、氏名及び収
入金額を記入してください。

収入－1,955,000円

一時

収入×95％－1,455,000円

給与収入

収入－55万円

1,069,000円

1,070,000円

1,072,000円

収入×95％－1,455,000円

公的年金等の所得

収入×75％－275,000円

収入－６0万円

～770万円未満

～1,000万円未満

～410万円未満

配当

給与所得

　給与収入額は、手取額ではなく、税金やその他諸控除が差し引かれる前の金額（源泉徴収票の「支払金額」）を記入してください。
　給与所得金額（源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」）は、収入金額に応じて次の表から求めます。

給与所得

Ａ×2.4＋10万円

給与収入

～180万円未満551,000円未満 0円 ※Ａ＝給与収入÷４
（1,000円未満切捨て）

給与

②給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その合計額が10万円を超える人については、次の算式に
相当する金額を給与所得から控除します。
{給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円) ＋ 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}－10万円

①給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、本人が特別障害者に該当する人又は年齢23歳未満の扶養親族を有する人又は特別障害者
である同一生計配偶者又は扶養親族を有する人については、次の算式に相当する金額を給与所得から控除します。
{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) － 850万円}×10％
　※所得金額調整控除の対象となる同一生計配偶者又は扶養親族は、扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するとい
　う制限がありません。所得金額調整控除の対象となる同一生計配偶者又は扶養親族が、他の人の扶養控除の対象となっているなどの理由により
　扶養控除の対象ではない場合は、「1２ 所得金額調整控除に関する事項 」欄に、被扶養者氏名、生年月日、個人番号、障害の種類と等級（該当
　の場合のみ）、別居の住所（該当の場合のみ）を記入してください。

Ａ×2.8－8万円

Ａ×3.2－44万円

～360万円未満

卸売業、小売業、家畜・家禽の飼育、酪農品の生産、林業、漁業、建設業、製造業、飲食業、ホステス、保険業（代理店・外交員）、生け花等の
師匠、内職、運輸通信業、サービス業（理・美容等）など

営業等

農業 　　 　➊

不動産

利子

農産物の生産、果樹の栽培など（全面委託分を除く。）※農家の兼営する家畜・家禽の飼育、酪農品の生産を含む。

　公的年金等の収入額は、税金等が差し引かれる前の金額を記入してください。
　公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の方の年金の所得金額は収入金額に応じて、次の表から求めます。

収入×85％－685,000円

年金収入 公的年金等の所得

110万円以下

～330万円未満

～410万円未満

0円

～770万円未満

収入－110万円

収入×75％－275,000円

収入×85％－685,000円

～660万円未満

※１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

～850万円未満 収入×0.9－110万円

収入－195万円850万円以上

1,074,000円

0円

山林

退職

総合課税の譲渡

分離課税の譲渡

1,000万円以上

60万円以下

年金収入

～1,000万円未満

公
的
年
金
等

業務 副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なもの（シルバー人材センター配分金、原稿料など）

その他

雑

～130万円未満

～1,619,000円未満

～1,620,000円未満

～1,622,000円未満

～1,624,000円未満

～1,628,000円未満

➍

➌

➋

５ ５

65歳未満（昭和34年1月2日以後生） 65歳以上（昭和34年1月1日以前生）



２ 所得控除の明細
　所得から差し引かれる金額等を記入してください。控除の種類と控除額の計算は次のとおりです。

雑損控除 合場たけ受を害損に産資用活生、りよに難盗や害災 ①か②のいずれか多い金額

損害金額…実際に損害のあった金額 ①（ａ－ｂ）－ 所得金額×10％

保険金等で補填される金額…保険金や損害賠償金又は生活支援金 ②災害関連支出の金額－５万円

によって補填される金額

※損害額証明書や災害関連支出証明書等が必要

医療費控除 前年中に10万円（又は総所得金額等の５％との少ない方）以上の

医療費を支払った場合 10万円又は

支払った金額…支払った医療費から予防接種費用や健康診断の費用 総所得金額等の５％

を除く。 のいずれか少ない方

保険金等で補填される金額…生命保険による給付金や健康保険か

ら支給された療養費、出産一時金等の補填金
い。

健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取り組みを行い、特定一般

用医薬品等の購入が12,000円を超えた場合

支払った金額…支払った医薬品購入費から健康の保持増進及び疾病

予防への取組に要した費用を除く。

保険金等で補填される金額…生命保険による給付金や健康保険か

ら支給された療養費等の補填金

※各種検診等の領収書や結果通知表及び医療費の明細書が必要 保管してください。）

社会保険料控除 支払った金額の合計

ただし、他の家族の給料や年金から天引きされた社会保険料は、

あなたの控除に含めることはできません。

※払込証明書や領収書が必要

小規模企業共済掛金や心身障害者扶養共済掛金 支払った金額の合計

※領収書等が必要

生命保険料、個人年金保険料又は介護医療保険料（申告書には支払った金額を記入してください。）

控除額の計算は以下のとおり（１円未満切上げ）

地震保険料控除 居住用家屋、生活用動産を保険・共済の目的とする地震保険料

平成18年12月31日までに契約した長期損害保険料（保険期間が10年以上で満期返戻金があり、平成19年

１月１日以降契約の変更をしていないもの） ※旧損害保険料控除と言います。

控除額の計算は以下のとおり（１円未満切上げ）

寡婦控除 夫と離婚した人で、扶養親族を有し合計所得金額が500万円以下の人

夫と死別した人や夫が生死不明などの人で、合計所得金額が500万円以下の人

　ただし、住民票の続柄に「夫（未届）」と記載がある人は対象外。

ひとり親控除

勤労学生控除 学生で、合計所得金額が75万円以下、かつ本人の勤労によらない所得が10万円以下の人

※学生証等の提示が必要
26万円

ｂ

年間支払保険料等

小規模企業共済等
掛金控除

生命保険料控除

新契約（平成24年１月1日以降に締結した保険契約等）

区分

※新契約・旧契約の両方がある場合は、それぞれの控除額の合計額（最高28,000円）。ただし、旧契約のみの控除
額が28,000円を超える場合は、旧契約の控除額（最高35,000円）
※一般の生命保険料と個人年金保険料と介護保険料がある場合は、それぞれの控除額の合計額（最高限度70,000
円）
※支払証明書等が必要

支払保険料÷４＋14,000円

28,000円（限度額）

年間支払保険料等

ａ

～56,000円

56,001円以上

控除額

支払保険料÷２＋6,000円

※共通事項

医療費又は医薬品等の購入費を含みま

す。領収書の提出の代わりに明細書の提

支払保険料÷２＋7,500円

※医療費控除と

下記の特例制度

は選択適用です。

どちらか一方を

セルフメディ

ｂ

ａ 　生計を一にする家族のために支払った

年間支払保険料等

12,000円以下 支払保険料の全額支払保険料の全額

～32,000円

出が必要です。（領収書は自宅で５年間

ａ

ｂ

ａ－ｂ－12,000円  ※控除上限額88,000円

※災害関連支出…災害による住宅家財等の
取り壊しや撤去のための支出

ａ

ｂ

※医療を受けた人・医療機関ごとに集計した医療費の明細書が必要

　※控除上限額200万円

（ａ－ｂ） －

国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料等の社会保険料など

旧契約（平成23年12月31日以前に締結した保険契約等）

15,000円以下

～40,000円

控除額

現に婚姻をしていない人や配偶者が生死不明などの人で、生計を一にする子（総所得金額等が48
万円以下）を有し、合計所得金額が500万円以下の人。ただし、住民票の続柄に「夫（未届）」、
「妻（未届）」と記載がある人は対象外。

ａ

ｂ

30万円

～70,000円

70,001円以上

支払保険料÷４＋17,500円

35,000円（限度額）

控除額

支払保険料の全額÷２

25,000円（限度額）

支払保険料の全額

支払保険料÷２＋2,500円

※aとｂの両方がある場合の控除額
は、それぞれで求めた合計額（限
度額25,000円）となります。

26万円

50,000円以下

5,000円以下

～15,000円

15,001円以上

a 地震保険料
だけの場合

b 旧長期損害
保険料だけの
場合

種　類 要　　件 控除の計算・控除額

⑨

①

⑤

⑥

⑧

選択してくださ

費控除の特例

ケーション税

制による医療

②

③

10,000円（限度額）

50,001円以上

②

④

⑦



２ 所得控除の明細（つづき）

障害者控除

※障害者手帳等の提示が必要

配偶者控除・ 配偶者控除は、生計を一にする配偶者で合計所得金額が48万円以下の場合

配偶者特別控除 配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合

いずれの場合も配偶者の氏名、生年月日、合計所得金額及び個人番号を記入してください。

控除額は下表のとおり（あなたの合計所得金額が1,000万円を超える場合は、適用できません。）

扶養控除 次の全てに該当する場合（氏名、生年月日及び個人番号を記入してください。）

 ａ  生計を一にする親族で、他の人の扶養又は事業専従者控除の対象になっていない。

 ｂ  合計所得金額が48万円以下である。（給与だけの場合は年収が103万円以下）

　※別居の扶養親族がいる場合には、申告書左下の「上記のうち別居の扶養親族に

　　関する事項」欄に該当する人の氏名及び住所を記入してください。

　※16歳未満の扶養親族（平成20年1月2日以降生まれ）は扶養控除の対象外ですが、

　　非課税基準の判定に必要ですので、もれなく記入してください。

　※国外居住の扶養親族がいる場合には、⑬の該当する項目にチェックを入れてください。

　　「親族関係書類」及び「送金関係書類」の提示が必要です。また、該当項目に応じて「留

　　学ビザ等書類」又は「38万円送金書類」の提示も必要です。（いずれの書類も外国語で

　　作成されている場合には翻訳文も必要です。）

３ 税額から差し引かれる金額の計算

寄附金税額控除　⑭

都道府県・市町村又は特別区に対する寄附金（特例控除対象分）

新潟県共同募金会又は日本赤十字社新潟県支部に対する寄附金、都道府県・市町村又は特別区に対する寄附金（特例控除対象以外）

新潟県内に事務所若しくは事業所を有する法人又は団体に対する寄附金で、新潟県条例及び三条市税条例で定めるもの

※寄附金等の証明書が必要

⑫

基礎控除

2,400万円超　2,450万円以下

2,400万円以下

合計所得金額

43万円

29万円

合計所得金額

2,450万円超　2,500万円以下 15万

2,５00万円超 0円

基礎控除額 基礎控除額

c

※あなたの合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が４8万円以下の場合は、配偶者控除の適用はありませんが、「同一生計配偶者」として扶養の人
数に含まれ、また、配偶者が障害者であれば、障害者控除の対象になります。その際は、⑪配偶者控除欄に配偶者氏名等を記入するとともに「□同一生計配偶者」
の□に✔を入れてください。

（197万2千円以上201万6千円未満）

125万円超130万円以下

（190万4千円以上197万2千円未満）

配
偶
者
特
別
控
除

26万円

21万円

16万円

11万円

6万円

3万円

0円

105万円超110万円以下

（160万円超166万8千円未満）

115万円超120万円以下

（175万2千円以上183万2千円未満）

120万円超125万円以下

（183万2千円以上190万4千円未満）

　前年中に次に挙げる寄附金を合計2,000円以上支払った場合、申告書裏面下部「10 寄附金に関する事項」欄にそれぞれ金額を記入してください。

a

b

11万円
100万円超105万円以下

⑪

配偶者が70歳未満

配偶者が70歳以上

21万円
（155万円超160万円以下）

（103万円超155万円以下）
33万円

31万円

22万円

13万円26万円38万円

133万円超

（201万6千円以上）

110万円超115万円以下

（166万8千円以上175万2千円未満）

130万円超133万円以下

（103万円以下）

控除額

障害者

特別障害者（身体1・2級、精神1級、療育A）

26万円

30万円

あなたの合計所得金額

53万円

33万円 22万円 11万円

0円

18万円 9万円

14万円 7万円

11万円 6万円

8万円 4万円

4万円 2万円

1万円2万円

0円

種　類 要件・控除額

あなたや同一生計配偶者又は扶養親族が、身体障害者手帳、
療育手帳などの交付を受けている場合

48万円以下

区分

48万円超100万円以下

配偶者
控除

参考（あなたの収入が給与のみの場合の給与収入金額）

900万円以下

（1,095万円以下）

900万円超

950万円以下

（1,095万円超

1,145万円以下）

11万円

参考
（配偶者が給与所得のみの場合

の給与収入金額）

配偶者の
合計所得金額

1,000万円以下

同居特別障害者⑩

（1,145万円超

1,195万円以下）

950万円超

区分

区分

老人扶養

同居老親等

33万円

38万円

45万円

控除額

45万円

※税額の計算については、市のHPをご覧ください。

※配偶者の年齢が70歳以上とは昭和29年1月1日以前生まれを、70歳未満とは昭和29年1月2日以降生まれを指します。

昭和29年1月1日
以前生まれ

昭和29年1月2日～平成13年1月1日生まれ

平成17年1月2日～平成20年1月1日生まれ

平成13年1月2日～平成17年1月1日生まれ



入

力

円

円 円

円 短期＋(長期＋一時)×１/２

特別控除

円 円

円

同 ・ 別

上記のうち

別居の扶養

親族等に関

する事項

氏　名 住　所

昭・平・令

個人番号

扶

養

控

除

＊

歳

未

満

の

扶

養

親

族

も

記

入

明・大
・　 ・

明・大
・　 ・ 同 ・ 別

昭・平・令

個人番号

氏　名 続 柄 生 年 月 日 同居・別居

明・大

配偶者

控除・

配偶者

特別控除・

同一生計

配偶者

配偶者 同居・

別居
配偶者の合計所得金額

の氏名

生年月日
明・大

・　　・

・　 ・ 同 ・ 別
昭・平・令

個人番号

同 ・ 別
昭・平

個人番号 □
同一生計配偶者
（控除対象配偶者を除く。）

個人番号
障害者

控　除

氏名 種類 身・精・療・他
級

氏名 種類 身・精・療・他
級

個人番号

ひとり親

控　　除
（学校名） 

・

勤 労 学 生
□ 離別 □

未帰還
控 除

ひ と り 親 控 除
□ 死別 □ 生死不明 □

□ 給与から天引き（特別徴収） □ 自分で納付（普通徴収）
寡 婦 控 除

□ 寡婦控除 □ 勤労学生控除
・

地 震 保 険 地 震 保 険 円 旧 長 期 損 害 円
料 控 除 料 の 計 保 険 料 の 計

生 命

保 険 料

控 除
介 護 医 療

支払った生命保険料の金額を記載してください。

保 険 料 の 計 保 険 料 の 計

新 個 人 年 金 旧 個 人 年 金
分離譲渡等

新 生 命 旧 生 命

３　給与所得及び公的年金等に係る所得以外(令和６年４月1日において65歳未満

   の方は給与所得以外)の市民税・県民税の納付方法を選択してください。

円
(短期・長期)

特別控除

円 円 特別控除 円
保 険 料 の 計 保 険 料 の 計

上 記 の 所 得 金 額 の 合 計

保 険 料 の 計

小企共

等掛金
掛金の額

円
一 時

源 泉 徴 収 票

の と お り

計 総 合 譲渡

社

会

保

険

料

控

除

種 類 金　　額 種 類 金　　額 公的年金等

保 険 税

介 護

保 険 料

国 民 年 金

保 険 料

雑
（その他）

後 期 高 齢 者

医 療 保 険 料

雑
（業務）

配 当
c 差引負担額（a－b） ｃ－

10万円または「所得の合計額の
５％」のいずれか少ない方の金額

円 円

給 与

（支払者） （給与収入） 円

円 円

セルフメディケーション税制を選択する場合は、右の□に○をつけてくださ

い（このとき、通常の医療費控除は選択できません）。
上記のうち専従者給与

収  入  金  額

国 民 健 康

円 円

不 動 産

医

療

費

控

除

a 支払った医療費等 b 保険金等で補填される金額
利 子

雑

損

控

除

損害の原因 損害年月日 損害を受けた資産の種類
来年の申告書の送付 要   ・   不要

円 円

Ａ 収入金額 B 必要経費 C 専従者控除額 所得金額(A－B－C)
円 円 円

営 業 等
円 円

a  損害金額 ｂ
保 険 金 等 で

c 差引損失額（a－b）
補 填 さ れ る 金 額

種 類

1 所得金額等

円

d 差引損失額のうち災害関連支出
「ｃ－所得の合計額の10％」または

「ｄ－５万円」のいずれか多い方の金額
農 業

窓口に来た人

住所　　□申告者と同じ 電話番号( 自宅 ・ 携帯 ・ 勤務先 )

身

元

マイカ・運転免許・住基カ・旅券・身障手帳・精神手帳・療育手帳・在留カ

永住証明・保険証・年金手帳・扶養手当証書・その他(　　　　　　　　　)
氏名　　　　　　　　　　　　　　 　　続柄（　　　　　　　）

2 所得控除の明細

生年月日
　明 ・ 大 ・ 昭 ・ 平 ・ 令 

電 話 番 号

自宅  ・  携帯  ・  勤務先

確

認

番

号
マイカ・通知カ・住民票

備

考

  　年    　月　  　日

※処理欄 個人番号

番

号
受

付
印 申 基

（宛先）三条市長 令和 　 　年  　　月 　 　日提出

現 住 所 三条市

令 和 6 年 1 月 1 日

現 在 の 住 所 三条市

ふりがな
職   業

氏    名 世帯主

名及び

続柄 （　　　　　　）

裏面の該当する事項も、もれなく記入してください。

16

3 ２

旭町2丁目3番1号

三条 市太郎

さんじょう いちたろう

三条 松太郎

無職

同上

父

080-４４４ -××××

妻

３４ -××××

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

０

33 ４ ４
✔

記入例

個人番号を記入

してください

収入のなかった方は、所得金額の合計

欄に『０』を記入してください

前年中に収入のなかった方

収入のあった方の記入例は裏面にあります

（学校名）　　　　　　　　　　　　　　　　（卒業見込）令和　　年　　月

4

上記以外の方は前年中の生活状況を記入してください。

□遺族年金　　　□障害年金　　　□傷病年金

□失業保険（失業手当）　　　　年　　月 ～ 　　　　年　　月

（住所）

3

学生でした。

2

次の収入（非課税所得）により生活していました。

次の人の扶養又は援助を受けていました。

（氏名） （続柄）

４　前年中所得のなかった方は次の該当する箇所に記入してください。

1
三条市旭町2丁目3番1号

妻

➎

国外居住者の場合

□配偶者　□30歳未満又は70歳以上　□留学　□障害者　□38万円以上の支払

□配偶者　□30歳未満又は70歳以上　□留学　□障害者　□38万円以上の支払

前年中の生活状況について、１から４のう

ち該当する箇所に記入してください

令和6年度 市民税・県民税申告書
（令和５年1月1日から令和５年12月31日までの収入金額等を記入してください。）

6

➊や①などの数字

の箇所は、別添の

「市民税・県民税の

申告について」の

中面の「申告書の

書き方」を参照して

ください



・ ・

・ ・

所得税における青色申告の承認の有無 有　・　無

明・大
昭・平・令

円

個人番号 従事月数

氏名 続柄 生年月日 専従者給与（控除）額

栄　梅太郎 子
明・大

昭・平・令
円

個人番号 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 従事月数

85,300
12カ月

７  ５  ４

・ ・

7

氏名 続柄 特別障害者に該当する場合 別居の場合の住所

栄　松太郎
7 77 7 7 7 7 7

子
明・大

昭・平・令
身・精・療・他

生年月日

級

個人番号 7 7 7
10 7 3 ２

入

力

円

円 円

円 短期＋(長期＋一時)×１/２

特別控除

円 円

円

令和 年度 市民税・県民税申告書

（宛先）三条市長 令和 　 　年  　　月 　 　日提出

現 住 所 三条市

令 和 6 年 1 月 1 日

現 在 の 住 所 三条市

ふりがな
職   業

氏    名 世帯主

名及び

続柄 （　　　　　　）

※処理欄 個人番号

番

号
受

付
印 申 基

窓口に来た人

住所　　□申告者と同じ 電話番号( 自宅 ・ 携帯 ・ 勤務先 )

身

元

マイカ・運転免許・住基カ・旅券・身障手帳・精神手帳・療育手帳・在留カ

永住証明・保険証・年金手帳・扶養手当証書・その他(　　　　　　　　　)
氏名　　　　　　　　　　　　　　 　　続柄（　　　　　　　）

2 所得控除の明細

生年月日
　明 ・ 大 ・ 昭 ・ 平 ・ 令 

電 話 番 号

自宅  ・  携帯  ・  勤務先

確

認

番

号
マイカ・通知カ・住民票

備

考

  　年    　月　  　日

Ａ 収入金額 B 必要経費 C 専従者控除額 所得金額(A－B－C)
円 円 円

営 業 等
円 円

a  損害金額 ｂ
保 険 金 等 で

c 差引損失額（a－b）
補 填 さ れ る 金 額

種 類

1 所得金額等

円

d 差引損失額のうち災害関連支出
「ｃ－所得の合計額の10％」または

「ｄ－５万円」のいずれか多い方の金額
農 業

円 円

不 動 産

医

療

費

控

除

a 支払った医療費等 b 保険金等で補填される金額
利 子

雑

損

控

除

損害の原因 損害年月日 損害を受けた資産の種類
来年の申告書の送付 要   ・   不要

円 円

配 当
c 差引負担額（a－b）

円 円

給 与

（支払者） （給与収入） 円

円 円

セルフメディケーション税制を選択する場合は、右の□に○をつけてくださ

い（このとき、通常の医療費控除は選択できません）。
上記のうち専従者給与

収  入  金  額

国 民 健 康

保 険 税

介 護

保 険 料

国 民 年 金

保 険 料

雑
（その他）

後 期 高 齢 者

医 療 保 険 料

雑
（業務）

小企共

等掛金
掛金の額

円
一 時

源 泉 徴 収 票

の と お り

計 総 合 譲渡

社

会

保

険

料

控

除

種 類 金　　額 種 類 金　　額 公的年金等

分離譲渡等

新 生 命 旧 生 命

   の方は給与所得以外)の市民税・県民税の納付方法を選択してください。

円
(短期・長期)

特別控除

円 円 特別控除 円
保 険 料 の 計 保 険 料 の 計

上 記 の 所 得 金 額 の 合 計

保 険 料 の 計

地 震 保 険 地 震 保 険 円 旧 長 期 損 害 円
料 控 除 料 の 計 保 険 料 の 計

生 命

保 険 料

控 除
介 護 医 療

支払った生命保険料の金額を記載してください。

保 険 料 の 計 保 険 料 の 計

新 個 人 年 金 旧 個 人 年 金

□ 給与から天引き（特別徴収） □ 自分で納付（普通徴収）
寡 婦 控 除

□ 寡婦控除 □ 勤労学生控除
・

ひとり親

控　　除
（学校名） 

・

勤 労 学 生
□ 離別 □

未帰還
控 除

ひ と り 親 控 除
□ 死別 □ 生死不明 □

個人番号
障害者

控　除

氏名 種類 身・精・療・他
級

氏名 種類 身・精・療・他
級

個人番号

同 ・ 別
昭・平

個人番号 □
同一生計配偶者
（控除対象配偶者を除く。）

明・大

配偶者

控除・

配偶者

特別控除・

同一生計

配偶者

配偶者 同居・

別居
配偶者の合計所得金額

の氏名

生年月日
明・大

・　　・

・　 ・ 同 ・ 別
昭・平・令

個人番号

明・大
・　 ・ 同 ・ 別

昭・平・令

個人番号

氏　名 続 柄 生 年 月 日 同居・別居

上記のうち

別居の扶養

親族等に関

する事項

氏　名 住　所

昭・平・令

個人番号

扶

養

控

除

＊

歳

未

満

の

扶

養

親

族

も

記

入

明・大
・　 ・ 同 ・ 別

裏面の該当する事項も、もれなく記入してください。
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新堀１3１1番地

3 ２

同上

栄 彰夫
本人

栄 彰夫

42 ６ 10

1,200,000 1,029,400 85,300 85,300

1４0,000 107,400 32,600

300,000 80,000

220,000 120,000

12,000 70,000

４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４

1,0０0,000
１ １ １ １ １ １ １ １

３ ３ ３ ３３ ３ ３ ３ ３ ３３ ３

120,000

96,000

46,000

２栄 太郎

栄 和子

栄 太郎

栄 美也子

栄 雅也

栄 太郎
栄 美也子

〇〇商社 9,000,000 7,050,000

さかえ あきお

２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２

１ １ １ １

45 5 5

４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４

５ ５ ５ ５ ５ ５ ５ ５ ５ ５ ５ ５

11

1 12 3

７ 10

22 12 20父

子

子

三条市荻堀８３０番地１
東京都○○区○○町○番地

✔

本人

7,167,900

✔

4 5 -××××

⑫

⑬

⑩

⑦⑧⑨

⑥

⑤

③

②

④

①

⑪

➋

➍

給与所得及び

公的年金等に

係る所得以外

の市民税・県

民税の納付方

法を選択してく

ださい

記入例

＜裏面＞※項目抜粋

＜表面＞

5 事業（営業等・農業）
7 不動産所得の収支内訳

収入の内訳（各種収入の支払者を記入してください）

8 事業専従者に関する事項

1０ 寄附金に関する事項 （「申告書の書き方」の⑭をご覧ください）

➊や①などの数字

の箇所は、別添の

「市民税・県民税の

申告について」の

中面の「申告書の

書き方」を参照して

ください

前年中に収入のあった方

個人番号を記入

してください

個人番号を記入

してください

➊

⑪⑫のうち別

居の方につい

て記入してくだ

さい

収入のなかった方の記

入例は裏面にあります

個人番号を

記入してくだ

さい

1２ 所得金額調整控除に関する事項 （「申告書の書き方」の➌をご覧ください）

個人番号を記入してください

経費の合計 ② 1,029,400

専 従 者 控 除 額 ③ 85,300

所 得金 額（ ①－ ②－ ③） 85,300

車両費 43,000
燃料費 120,000

消耗品費 15,000

修 繕 費 10,000
小 作料 ・賃 借料

土 地 改 良 費

租 税 公 課 5,400
水 道 光 熱 費

通 信 費 36,000

減 価 償 却 費

利 子 割 引 料

科 目 金 額

収

入

金

額

収入（売上）金額 円

家 事 消 費

収入の合計 ① 1,200,000

必

要

経

費

売上原価
800,000（期首＋仕入－期末）

給 料 賃 金

1,200,000

土 地 等 を 取 得 す る た め に

要 し た 負 債 の 利 子 の 額

経 費 の 合 計 ② 107,400
専 従 者 控 除 額 ③

所 得 金 額 （ ① － ② － ③ ） 32,600

必

要

経

費

減 価 償 却 費

借 入 金 利 子 等

租 税 公 課 25,000
損 害 保 険 料 44,000
修 繕 費 38,400

科              目 金         額

収

入

金

額

家 賃 収 入 円

地 代 収 入 140,000

収 入 の 合 計 ① 140,000

種 類 支 払 者 名 ・ 住 所 収 入 金 額

地代 下田　花江　荻堀〇〇番地 円140,000

都道府県、市区町村分

（特例控除対象）

円

条例指定分

都道府県
円 （寄附先）

住所地の共同募金会、日赤支部分、

都道府県、市区町村分(特例控除対象以外)
市区町村

10,000
○○県××市

会社員

所得の収支内訳

ｃ－
10万円または「所得の合計額の
５％」のいずれか少ない方の金額

障害者控除を申

告する方は、必

ず障害者手帳等

をお持ちください。

郵送の場合は、

写しを同封してく

ださい

（令和５年1月1日から令和５年12月31日までの収入金額等を記入してください。）

6

6

３　給与所得及び公的年金等に係る所得以外(令和６年４月1日において65歳未満

（学校名）　　　　　　　　　　　　　　　　（卒業見込）令和　　年　　月

4

上記以外の方は前年中の生活状況を記入してください。

□遺族年金　　　□障害年金　　　□傷病年金

□失業保険（失業手当）　　　　年　　月 ～ 　　　　年　　月

（住所）

3

学生でした。

2

次の収入（非課税所得）により生活していました。

次の人の扶養又は援助を受けていました。

（氏名） （続柄）

４　前年中所得のなかった方は次の該当する箇所に記入してください。

1

国外居住者の場合

□配偶者　□30歳未満又は70歳以上　□留学　□障害者　□38万円以上の支払

□配偶者　□30歳未満又は70歳以上　□留学　□障害者　□38万円以上の支払


